
（平成２３年２月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 9 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 6 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

宮崎国民年金 事案 461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年４月から 44 年３月までの期間及

び 56 年６月から 57 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 43 年４月から 44 年３月まで 

② 昭和 44 年４月、同年 11 月から 46 年３月まで 

③ 昭和 56 年１月 

④ 昭和 56 年３月 

⑤ 昭和 56 年６月から 57 年３月まで 

⑥ 昭和 57 年４月から 59 年３月まで 

私は、出稼ぎへ行く前や出稼ぎから帰ってきた後に、常にまとめて国

民年金保険料を市役所で納付していた。しかしながら、申立期間①、③、

④及び⑤は国民年金保険料が還付され、申立期間②及び⑥は未納とされ

ていることが分かった。全ての申立期間を通じて、保険料の還付を受け

た記憶はなく、また、保険料を未納のままにしておいたとは考えられな

いので、全ての申立期間について未加入又は未納とされていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び⑤について、オンライン記録上、それぞれ昭和 45 年４

月 20 日及び 57 年７月６日に国民年金保険料が還付されたことによる未

納期間とされている。 

しかしながら、両申立期間とも国民年金の強制加入被保険者期間であ

ることから、保険料が還付される対象とならない期間である上、オンラ

イン記録では両申立期間とも当該申立期間後に還付されていることが確

認でき、少なくともその時点までは両申立期間の国民年金保険料が納付

済みであったと考えられることから、両申立期間については納付済期間



                      

  

とすることが必要である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び

⑤の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

２ 申立期間②について、Ａ市の国民年金収納簿及び国民年金被保険者名簿

から、申立人が昭和 45 年１月 20 日に 42 年 10 月１日付けで厚生年金保険

の被保険者資格を取得（国民年金被保険者資格を喪失）した旨の届出を行

い、49 年４月 25 日に国民年金被保険者資格の再取得手続を行っているこ

とが確認でき、その時点では申立期間②は時効により国民年金保険料を納

付できない期間である。 

また、申立人が国民年金被保険者資格の再取得手続を行った昭和 49 年

４月 25 日は第２回特例納付実施期間中であるが、申立人は、特例納付の

収納業務を行っていない市役所で保険料を納付したと主張していること、

納付したとする保険料の額や納付時期等の記憶が明確でないこと、及び当

該期間以降にも未納期間が散見されることから判断すると、当該期間の保

険料を特例納付したとは考え難い。 

さらに、申立人が、申立期間②について国民年金保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに申立人が

申立期間②の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

３ 申立期間③及び④について、申立人は、「国民年金保険料について、還

付の通知を受けたことも、還付請求をしたことも無く、還付金を受け取っ

た覚えも無い。」と主張している。 

しかし、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿において、申立人は昭和

55 年５月に申立期間③及び④を含む同年４月から 56 年３月までの１年分

の保険料を前納していることが確認できるものの、申立人が 55 年 10 月に

厚生年金保険被保険者資格を取得したことに伴い、当該１年分の保険料の

うち申立期間③及び④を含む同年 10月以降の保険料が同年 11月に還付さ

れていることが確認できる。 

また、申立期間③及び④は国民年金の強制加入期間ではあるが、厚生年

金保険加入期間として還付された期間の中に含まれていたものであり、還

付が申立期間③及び④前に行われていることから、その時点において申立

期間③及び④の国民年金保険料を還付処理することについて不自然さは

見られず、記載されている還付金額｢22,620 円｣も申立期間③及び④の国

民年金保険料額と一致している。 

さらに、特殊台帳及びＡ市が管理する国民年金被保険者名簿において、

不適切な記録記載、不自然な記録訂正等は認められず、ほかに申立人に対

する国民年金保険料の還付を疑わせる事情は見当たらない。 



                      

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間③及び④の国民年金保険料を還付されていな

いものと認めることはできない。 

４ 申立期間⑥について、Ａ市が保管する国民年金収納簿の収納記録欄には

未納を示す｢未｣という記載が確認できる上、申立人は、「出稼ぎの前か後

に保険料を自分で納付した。」とするのみで、当該期間について納付した

とする保険料額、納付時期及び納付方法等の記憶が明確でない。 

また、申立人が、申立期間⑥について国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、ほかに申立人が申

立期間⑥の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間⑥の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 44年２月 28日から同年 11月 30日までの

期間に係る船員保険料を事業主より給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年 11月 30日に

訂正し、当該期間の標準報酬月額２万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の船員保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 10年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44年２月 28日から同年 12月５日まで 

私は、昭和 41 年頃からＡ社に勤務し、同社が所有するＢ船舶で業務に従

事していた。 

当時は、毎年２月から乗り組み、年末には下船し、正月は家で過ごす周期

で乗船しており、乗り組んでいた期間と船員保険の被保険者期間はほぼ一致

しているが、申立期間の船員保険の被保険者記録は、乗り組んでいた期間と

一致していない。 

給与は乗船中には前借りの形で一部を受け取り、下船後に現金で精算され

たが、その際に、船員保険料を控除されていた記憶があるので、申立期間に

ついて船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する船員手帳及び申立人と同じ時期に機関員として乗船して

いたとする同僚の船員手帳の記録並びに複数の同僚の供述から判断すると、申

立人が、昭和 44年２月７日から同年 12月５日までの期間において、Ａ社が所

有するＢ船舶に雇入れされていることが推認できる。 

また、Ｃ組合が保管する船員台帳（Ｂ船舶）において、申立期間のうち、昭

和 44年２月 28日から同年 11月 30日までの期間に係る申立人の船員保険の被

保険者記録が確認できるとともに、同台帳において、当該期間当時、船員保険

の被保険者記録が確認できる申立人以外の全ての者については、申立事業所に



                      

  

係る船員保険被保険者名簿における被保険者記録と一致していることが確認

できるところ、Ｃ組合の担当者は、「当時の関係書類は保管されていないが、

船員台帳の記録どおりに社会保険事務所（当時）に提出したと思う。」と供述

している。 

さらに、事業主の子は、「申立期間当時、船員手帳があれば乗船していたし、

下船する時点で給与精算するので、その時点で船員保険料も控除してＣ組合に

納付した。Ｃ組合が社会保険事務所への事務手続を行っていたが、当時の担当

者は死亡しているので、Ｃ組合における詳細は不明である。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間のうち昭和 44年２月 28日から同年 11月 30日までの期間に

係る船員保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 44 年

２月の船員保険被保険者名簿の記録から、２万 4,000円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付したか否かについては、Ａ社では、

当時の関連資料は無く詳細は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち昭和 44年 11月 30日から同年 12月５日までの期間に

ついては、前述の船員台帳において、船員保険の被保険者記録が確認できる申

立人を含む全ての者が同年 11月 30日に被保険者資格を喪失していることが確

認できる。 

また、申立事業所に係る船員保険被保険者名簿に氏名が確認でき、申立人が

一緒に乗り組んでいたとする同僚についても、当該期間に係る被保険者記録が

確認できない。 

このほか、申立人の当該期間における船員保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として当該期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 531 

 
第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、その主張する標準報酬月額であっ

たと認められることから、申立期間のうち平成５年 11 月から６年９月までを

32万円、６年 10月から７年８月までを 34万円に訂正することが必要である。 
 

第２ 申立ての要旨 
  １ 申立人の氏名等 
    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11月から７年８月まで 

    平成５年11月から７年８月までの期間における給与支給額は約32万円で、

この金額に見合う厚生年金保険料を控除されていたが、年金事務所の記録に

おいて、当該期間の標準報酬月額が減額処理されていることが分かった。 

 実際の給与支給額に見合った標準報酬月額に訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初、平成５年

11月から６年９月までは 32万円、同年 10月から７年８月までは 34万円と記

録されていたところ、Ａ社が適用事業所に該当しなくなった日（平成７年 10

月１日）の後の同年 12 月４日付けで、５年 11 月１日及び６年 10 月１日に遡

っていずれも 14 万 2,000 円に引き下げられていることが確認できる上、多数

の同僚も７年 12 月４日付けで標準報酬月額が５年 11 月１日及び６年 10 月１

日に遡って引き下げられていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額の引き下げ処理を行う合理的な

理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に当

初届け出た、平成５年 11 月から６年９月までは 32 万円、同年 10 月から７年

８月までは 34万円に訂正することが必要と認められる。  

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 532 

 
第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 38年９月１日から 39年９月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 38 年９月

１日、資格喪失日を 39年９月１日とし、申立期間の標準報酬月額を２万 4,000

円とすることが必要である。 
なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 
 

第２ 申立ての要旨 
  １ 申立人の氏名等 
    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年８月１日から 39年９月１日まで 

私は、昭和 38 年８月にＡ社に本社扱いとして雇用され、給与体系も本社

規定に拠るものであった。入社後は、同年 10月から同年 12月までの期間に

おいて、同社本社で幹部候補生として研修を受け、39 年１月に同社Ｂ事業

所の所長として任命された後、同年８月末頃までの期間において勤務してい

たが、年金事務所の記録には申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が

無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持するＡ社における幹部候補生研修時の写真、複数の同僚の供述

及び申立人の勤務内容等についての詳細な記憶等から判断すると、申立人が、

申立期間に申立事業所に勤務していたことが認められる。 

また、前述の幹部候補生研修時の写真に申立人と一緒に写っている同僚は、

「申立人と一緒に幹部候補生研修を受講し、その後、私はＡ社Ｃ事業所に、申

立人は同社Ｂ事業所に勤務となった。申立人と私の雇用条件は同じであった。」

と供述している上、当時の会計担当者は、「申立人が、Ａ社本社での幹部候補



                      

  

生研修を終了して同社Ｂ事業所に配属になったことを記憶している。私は、社

会保険事務の担当ではなかったが、支部長、特別幹部候補生、内勤社員は全て

厚生年金保険に加入していたので、申立人の給与から厚生年金保険料が控除さ

れていたものと確信している。」と供述しているところ、申立事業所に係る健

康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立人より後に幹部候補生研修を受

けたとする同僚について、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる。 

さらに、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により、前述

の申立人と一緒に幹部候補生研修を受けたとする同僚が、「申立人とは同時期

の入社であった。」と供述しているところ、前述の被保険者原票から、当該同

僚は、厚生年金保険被保険者資格を昭和 38 年９月１日に取得していることが

確認できる。 

加えて、申立人は、「Ａ社の給与は当月支給であり、毎月 25日が支給日であ

った。私は、昭和 39 年８月分の給与支給を受けた日から数日後に退職した。」

と主張しているところ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

で氏名が確認でき、連絡先が判明した同僚４人の供述、及び当該被保険者原票

において、大部分の被保険者に係る資格喪失日が月の初日であることなどから

判断すると、申立人は昭和 39 年８月末までの期間において申立事業所に勤務

していたことが推認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間のうち、昭和 38年９月１日から 39年９月１日までの期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と一緒に幹部候補生研修

を受け、Ａ社Ｃ事業所長に配属されたとする同僚の昭和 38 年９月の申立事業

所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、２万 4,000円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は不明としているが、Ａ社本社及び同社Ｂ事業所に係る

健康保険厚生年金保険被保険者原票の整理番号に欠番が無いことから申立人

に係る被保険者記録が失われたとは考え難い上、仮に事業主から申立人に係る

被保険資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を

提出する機会があることとなるが、いずれの機会においても、社会保険事務所

（当時）がこれを記録していないとは考え難いことから、事業主から社会保険

事務所に被保険者資格の取得及び喪失等に係る届出は行われておらず、その結

果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 38年９月から 39年８月までの厚生

年金保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

一方、申立期間のうち、昭和 38 年８月１日から同年９月１日までの期間に

ついては、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、前述の

申立人と同時期に入社し、一緒に幹部候補生研修を受け、Ａ社Ｃ事業所長に配

属されたとする同僚についても当該期間に係る厚生年金保険の被保険者記録

が確認できない。 

また、申立事業所は、当時の人事記録等の関連資料を保管しておらず、当該

期間における厚生年金保険の加入状況及び厚生年金保険料の控除等について

確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 534 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格

喪失日に係る記録を昭和 38 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

２ また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＣ社における資格喪失日

に係る記録を昭和 63 年 11 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年８月 31日から同年９月１日まで 

② 昭和 63年 10月 28日から同年 11月１日まで 

私は、申立期間①については、Ａ社に入社してから退職する昭和 59 年６

月末までの期間において、同社及び同社の関連会社に継続して勤務した。し

かし、年金事務所の記録では、途中の 38年８月 31日に厚生年金保険被保険

者の資格を喪失し、翌日の同年９月１日付けで資格を再度取得したこととさ

れている。同日付けでＡ社本社と同社支店間での人事異動はあったものの、

途中で勤務が途切れたことは無い。 

また、申立期間②については、勤務していたＣ社の都合で同社の取引先で

もあったＤ社に転籍した。Ｃ社に昭和 63年 10月末までの期間において勤務

し、翌日からＤ社に出社したことを覚えているが、年金事務所の記録では、

昭和63年10月28日にＣ社において厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、



                      

  

同年 11 月１日にＤ社において資格を取得したこととされており、申立期間

②に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

両申立期間について、厚生年金保険料は控除されていたと思うので、厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人の勤務内容等に係る具体的な供述、雇用保

険の被保険者記録及び申立人の所持する昭和 43年 12月１日付けの「15年永

年勤務表彰状」等から判断すると、申立人が昭和 27年８月９日から 59年６

月 30日までの期間において、Ａ社及び同社の関連会社に継続して勤務し（昭

和 38年９月１日にＡ社Ｂ事業所からＡ社Ｅ支店に異動）、申立期間①に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ事業所に係

る昭和 38 年７月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から３万

6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 38 年９月

１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを同年８月

31日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保

険被保険者資格の喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人

に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）事業主は、申立期間①に係る厚生

年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②については、雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期

間②にＣ社に勤務していたことが確認できる。 

また、申立事業所は既に解散しているが、申立期間②当時の代表取締役は、

「申立期間②当時の資料等は残っていないが、申立期間②の厚生年金保険料

を給与から控除していたと思う。」と供述している。 

さらに、申立人は、「昭和 63 年 10 月末日までの期間においてＣ社に勤務

し、同社の都合で翌日からＤ社に勤務した。」と主張しているところ、Ｄ社

の元事業主は、「申立人の言うとおりＣ社と当社は取引関係が有り、Ｃ社か

ら『従業員を何人か引き受けてくれないか』と依頼を受けた。」と供述して

いるところ、雇用保険の被保険者記録並びにＣ社及びＤ社に係るオンライン

記録から、Ｃ社からＤ社に転籍しているとされる複数の者について、厚生年

金保険及び雇用保険の被保険者記録が継続していることが確認できる。 



                      

  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間②において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＣ社に係る昭和 63

年９月のオンライン記録から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 535 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間において、その主張する標準賞与額（15 万 8,000 円）

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 15 万 8,000円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年７月 15日 

申立期間において、Ａ事業所で支給された賞与から厚生年金保険料を控除

されたが、申立期間の標準賞与額に係る記録が無い。申立期間について標準

賞与額に係る記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した賞与支給明細書（平成19年７月15日分）から判断すると、

申立人は、申立期間において、事業主から賞与の支払いを受け、その主張する

標準賞与額（15 万 8,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与か

ら控除されていたことが認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、「申立人の賞与から保険料を控除したが、申立期間に係る賞与支払届を

社会保険事務所（当時）に提出しておらず、保険料控除額に見合う保険料を納

付していない。」と認めていることから、社会保険事務所は、申立人が主張す

る標準賞与額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 536 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬

月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当該

期間の標準報酬月額の記録を、平成６年９月及び同年 10 月を 53 万円、同年

11月から７年１月までを 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立ての要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年９月から７年１月まで 

             ② 平成７年２月 28日から８年２月 28日まで 

私は、両申立期間において、Ａ社に継続して勤務しており、唯一残ってい

た給与明細書から、当時の給与支給額は約 60 万円であったことが確認でき

る。 

しかし、年金事務所の記録では申立期間①の標準報酬月額は９万 8,000

円とされており、申立期間②に係る厚生年金保険の被保険者記録は確認でき

ない。 

申立期間①について、実際の給与支給額に見合う標準報酬月額に訂正する

とともに、申立期間②についても、勤務していたことは間違いないので厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人が提出した平成７年１月分の給与明細書から、

59 万円の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、オンライン記録においては、当初、申立人の標準報酬月額が平成６

年９月及び同年 10 月は 53 万円、同年 11 月から７年１月までは 59 万円と記

録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

日（平成７年２月 28 日）の４か月後の同年６月 28 日付けで、６年９月から



                      

  

７年１月までの標準報酬月額が９万 8,000 円に遡って引き下げられているこ

とが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が、当該訂正処理を行う合

理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れないことから、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は事業主が社会保

険事務所に当初届け出た標準報酬月額（平成６年９月及び同年 10 月は 53 万

円、同年 11月から７年１月までは 59万円）に訂正することが妥当である。 
    一方、申立期間②については、雇用保険の被保険者記録において、離職日

が平成７年９月 30日とされていることから、申立人が申立期間②のうち、少

なくとも平成７年２月 28 日から同年９月 30 日までの期間においてＡ社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、適用事業所名簿により、当該事業所は同年２月 28日に厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申立期間②は厚生年金保険

の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立事業所は既に廃業している上、元事業主の連絡先は不明である

ことから、申立人の当該期間における申立事業所での勤務実態、厚生年金保

険料の控除の状況等について確認することができない。 

さらに、同僚の供述において、申立期間②当時、給与から厚生年金保険料

が控除されていたことを確認できる供述を得ることができない。 

加えて、当該期間に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 538 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険被保険者資格取得日は昭和 42 年

３月 10 日、資格喪失日は 45 年６月 30 日であると認められることから、申立

人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び資格の喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42 年３月から同年８月ま

でを４万 2,000円、同年９月から 43年８月までを４万 8,000円、43年９月か

ら 44 年９月までを５万 6,000 円、44 年 10 月を６万円、同年 11 月から 45 年

５月までを６万 4,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年３月 10日から 45年６月 30日まで 

私は、昭和 38年７月から 45年６月までの期間において、Ａ社で勤務して

いたが、申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が無いとされてい

ることが分かった。申立期間も継続して申立事業所に勤務していたことは間

違いないので、当該期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が提出した社会保険台帳の写し及びＡ健康保険組合が提出した健康保

険資格証明書並びに同僚の供述により、申立人が、昭和 42年３月 10日にＡ社

Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動し、申立期間において、同社Ｂ支店に勤務してい

たことが認められる。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立人と

同姓同名で生年月日が同一の、基礎年金番号に統合されていない厚生年金保険

の被保険者記録(資格取得日は昭和 42年３月 10日、資格喪失日は 45年６月 30

日)が確認できるところ、前述の社会保険台帳の写し等から、当該記録は申立



                      

  

人の記録に相違ないと判断できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 42年３月 10日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得し、45 年６月 30 日に資格を喪失した旨の届

出を社会保険事務所（当時）に対して行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、今回統合する申立人のＡ社Ｂ支

店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録、及び前述の社会保険台帳

の写しなどから判断すると、申立人と同職種であり同様にＡ社Ｃ支店から同社

Ｂ支店に異動したことが推認される同僚の同社Ｂ支店に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿から、昭和 42 年３月から同年８月までを４万 2,000 円、

同年９月から 43年８月までを４万 8,000円、43年９月から 44年９月までを５

万 6,000 円、44 年 10 月を６万円、同年 11 月から 45 年５月までを６万 4,000

円とすることが妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 539 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、Ａ社における申立人の資格喪失日（昭和 30

年１月 24日）及び資格取得日（昭和 30年 12月 20日）を取り消し、申立期間

の標準報酬月額を 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②のうち昭和 31年６月１日から同年９月 15日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 31

年６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年１月 24日から同年 12月 20日まで 

② 昭和 31年２月 16日から同年９月 15日まで 

    私は、昭和 28年４月にＡ社に助手として入社し、29年４月から見習助手

となった。 

昭和 31 年２月７日にＡ社工場が火災により全焼したが、会社復興のため

に、昭和 49 年 12 月 20 日までの期間において退職することなく継続して勤

務したにもかかわらず、両申立期間が厚生年金保険の被保険者期間とされて

いない。 

    両申立期間とも継続して勤務していたことは間違いないので、当該期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、オンライン記録では、Ａ社において、昭



                      

  

和 29 年４月５日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、30 年１月 24 日に

資格を喪失後、同年 12月 20日に同社において再度資格を取得しており、同年

１月 24日から同年 12月 20日までの期間の記録が無い。 

申立人の同僚は、「申立人は、昭和 28年４月にＡ社に入社してから退職する

までの期間において、一度も退職することなく継続して勤務していた。同社で

は転勤や出向は無く、勤務形態などにも変更は無かったので、申立期間①当時

に厚生年金保険被保険者の資格を喪失する理由は見当たらない。」と供述して

いる。 

また、当該同僚が、「申立人の業務内容等に変更はなかった。」と供述してい

るところ、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立

人が一緒に勤務していたとする同職種の同僚の被保険者記録は申立期間①も

継続していることが確認できることなどから判断すると、申立人が申立期間①

において、Ａ社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

さらに、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の昭和 29年 12月及

び 30 年 12 月のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、

6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付の義務の履行については、事

業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないに

もかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主がオンライン記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行ってお

り、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 30年１月から同年 11月

までの保険料について納入の告知を行っておらず(社会保険事務所が納入の告

知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料

を還付した場合を含む。)、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②のうち昭和 31年６月１日から同年９月 15日までの期間について、

申立期間②当時、Ａ社役員の子であったとする同僚は、「Ａ社では、昭和 31年

２月７日に火災により工場が全焼した後、一部の従業員について臨時解雇が行

われ、復興と共に再雇用が行われた。申立人は、臨時解雇の対象とはされてお

らず、火災の後の復興のために、申立人と同じ業務に従事した同僚と共に継続

して勤務していた。」と供述していることから判断すると、申立人が当該期間

に、Ａ社において継続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿による

と、昭和 31年２月 16日に、火災後も会社復興のために継続して勤務していた

とする前述の同僚を含むほぼ全員の被保険者が厚生年金保険被保険者の資格

を喪失しており、その後再度資格を取得している記録が確認できる。 

また、前述の厚生年金保険被保険者名簿及び雇用保険の被保険者記録におい



                      

  

て、申立人と同じ業務に従事したとする前述の同僚の厚生年金保険被保険者資

格の再取得日及び雇用保険被保険者資格の取得日が昭和 31 年６月１日である

ことが確認できるところ、申立人に係る雇用保険被保険者資格の取得日も同日

であることが確認できることなどから判断すると、申立人についても、一旦厚

生年金保険被保険者の資格を喪失した後、同年６月１日付けで厚生年金保険被

保険者の資格を再度取得し、同年６月から厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことがうかがえる。 

さらに、当該期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 31 年９月のＡ

社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、7,000円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

３ 一方、申立期間②のうち、昭和 31年２月 16日から同年６月１日までの期間

については、前述のとおり、申立期間②当時の役員の子であったとする同僚が、

同年２月７日に火災により申立事業所の工場が全焼したことを供述している

ところ、前述の被保険者名簿において、同年２月 16 日に、ほぼ全員の被保険

者が厚生年金保険被保険者の資格を喪失していることが確認できる上、当該期

間において、申立人と同じ業務に従事したとする前述の同僚の被保険者記録が

確認できないことなどから判断すると、申立人についても、同日に厚生年金保

険被保険者の資格を喪失したことが推認できる。 

また、申立人が当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無く、このほかに、

当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 541 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を昭和 51年 10月 26 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万 6,000円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立人は、申立期間②の標準報酬月額について、その主張する標準報

酬月額（24 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、当該期間に係る標準報酬月額を 24 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の上記訂正後の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年 10月 26日から同年 11月１日まで 

② 平成２年９月１日から３年９月１日まで 

    申立期間①について、私は昭和 49年４月１日からＢ社に勤務し、51年に

同社の関連会社であるＡ社に異動した。異動後も継続して勤務していたが、

申立期間①に係る厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。当該

期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

また、申立期間②について、オンライン記録では、当該期間前の標準報酬

月額に比べて標準報酬月額が大幅に減額されていることが分かった。当該期

間については、Ａ社における勤務状況も変化していないし、給与が減額され

た記憶も無いので、実際に支給された給与額に見合う標準報酬月額に訂正し



                      

  

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、法人登記簿の記録から当時の役員であったことが確

認できる経営者の妻及び同僚等の供述並びに申立人の申立期間①当時の具

体的記憶から判断すると、申立人は、申立期間①においてＢ社の関連会社で

あるＡ社に継続して勤務し（昭和 51 年 10 月 26 日にＢ社からＡ社に異動）、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る昭和 51

年 11 月の健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録から、８万 6,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申

立事業所は平成 10 年２月に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなって

いる上、当時の事業主も既に死亡しており、このほかにこれを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、申立人に係る被保険者資格の取得届を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②について、申立人及び法人登記簿の記録から申立人と同様に役

員として確認できる者を含む複数の被保険者のＡ社における申立期間②前

後の期間に係る標準報酬月額の記録の推移を確認したところ、標準報酬月額

が下がっている者は確認できず、申立人の標準報酬月額のみが平成２年９月

１日に 24万円から８万円に減額されていることが確認できる。 

また、申立期間②について、申立人は、自身が社長を務めるＣ社を新たに

立ち上げる時期であったと供述しているところ、申立人の親族以外の同僚は、

｢申立人は、夜、Ｃ社へ行くまでの時間については、それまでと変わらず業

務に従事しており、Ａ社を退職するまでの期間において、申立事業所での勤

務形態等に変更は無かった。｣と供述している。 

さらに、法人登記簿の記録から役員であったことが確認できる当時の事業

主の妻が、「申立期間②当時、申立人の標準報酬月額及び厚生年金保険料の

控除額に変更は無く、給与を下げることも無かった。申立人は社会保険事務

に関わっていなかった。私自身は直接の担当者ではないが、社会保険事務に

責任がある立場であった。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人は、申立期間②について、その主張する厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社におけ

る平成２年８月のオンライン記録から、24万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、当時の事業主は死亡していることから供述が得られず、こ

れを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額の届出を社会保険事務所に対して行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。 



                      

  

宮崎国民年金 事案 459 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年５月から 55 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 54 年５月から 55 年３月まで 

私は、申立期間以前、Ａ県に在住していたが、昭和 54 年５月にＢ県

Ｃ市の飲食店に採用されたため、同月Ｃ市役所に行き、住所変更手続

と国民年金の加入手続を行った。しかしながら、申立期間当時、私は

店長をしていた関係で、午前７時から翌日の朝４時頃まで長時間の勤

務で忙しかったため、国民年金保険料の納付ができなかった。 

昭和 55 年８月末にＤ市に帰郷し、同年 10 月頃、Ｃ市役所から市民

税や国民年金保険料の約１年半分の未納通知が届き、その後、国民年

金保険料及び税等の合計 10 万円から 20 万円程度の金額を一括納付し

た。 

しかし、年金事務所の記録では私の国民年金保険料は、一括納付し

たうちの昭和 55年４月から同年８月までの５か月間だけが納付済みと

されており、申立期間の保険料が未納となっていることに納得がいか

ない。 

        

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 54 年５月にＣ市役所で住所変更と同時に国民年金の

加入手続を行い、55 年８月末に申立期間を含む 54 年５月から 55 年８月

までの国民年金保険料を一括納付した。」と主張しているが、Ｂ県にお

いて申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる記録は確認できず、申立人の国民年金手帳記号番号は、56 年８月 27

日にＤ市において払い出されていることが確認できるとともに、申立人

は、56 年 12 月 15 日に 55 年４月から同年８月までの５か月間分の国民年

金保険料を過年度納付していることが確認でき、その時点で申立期間の

一部は時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、別の国民

年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当た



                      

  

らない。 

また、申立人は、「Ｃ市役所から市民税や国民年金保険料の約１年半

分の未納通知が届き、その後、国民年金保険料は市民税等と一緒に合計

10 万円から 20 万円程度の金額を一括納付した。」と主張しているが、Ｃ

市役所の国民年金課は、「国民年金の未納者に市民税と一緒に通知を出

すことはなく、未納者の転出先に通知を出すこともない。」としており、

申立人の主張には不自然さが見られる。 

このほか、申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、ほかに申立人が

申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎国民年金 事案 460 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58年５月から 61 年３月までの期間及び平成 14年５月の

国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58 年５月から 61 年３月まで 

② 平成 14 年５月 

申立期間①について、私が国民年金の加入手続を行い、妻が、地区

の集金によって夫婦二人の国民年金保険料を納付していたと思う。 

また、申立期間②について、妻が銀行窓口で私の国民年金保険料を

納付していたと思う。 

いずれの申立期間についても未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市に保管されている国民年金収納状況一覧表によると、昭和 59 年度

以前の当該一覧表には申立人の氏名は確認できないが、60 年度の当該一

覧表に申立人の氏名が記載されていること、及び国民年金手帳記号番号

から、申立人よりも後で加入手続をしたと推認される被保険者が 60 年度

の国民年金保険料を、61 年４月 26 日に現年度納付していることが確認で

きることから、申立人は同年４月頃に国民年金加入手続を行ったことが

推認でき、この時点で申立期間①のうち、一部の期間については時効に

より国民年金保険料を納付できない期間であり、別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、「申立期間①における国民年金保険料を地区の集金に

より納付した。」と主張しているが、前述のとおり、申立人は、昭和 61

年４月頃に国民年金の加入手続を行ったと考えられるが、その時点で申

立期間のうち制度上納付可能な時効完成前の期間に係る国民年金保険料

は過年度保険料となることから納付組織に保険料を納付することはでき

なかったと考えられる上、当該期間に係る国民年金保険料は社会保険事

務所（当時）から交付される納付書により金融機関等で過年度納付する



                      

  

ことが可能であったと考えられるが、申立人の保険料を納付していたと

する妻は、「社会保険事務所から納付書等が送付されてきた記憶は無い。」

と供述していることから、当該期間にかかる過年度保険料は納付されな

かったものと考えられる。 

一方、昭和 60 年度の国民年金保険料は、61 年４月 30 日までの期間に

現年度納付することが可能であったと考えられるところ、申立人の妻は、

「市役所から送られてきた納付書により、銀行窓口で納付した記憶があ

る。」とするのみで、納付した時期や金額等を記憶しておらず、妻が銀行

窓口で納付したとする保険料が 60年度の国民年金保険料であったことが

特定できない。 

さらに、申立期間②について、申立人は、平成 14 年５月 31 日に自ら

が事業主であった適用事業所における厚生年金保険被保険者資格を喪失

し、同日に国民年金被保険者資格を取得していることが確認できるとこ

ろ、申立人の国民年金保険料を納付していたとする妻は、「当時、事業譲

渡に係る業務が繁忙であったため、保険料の納付手続まで手が回らず、

結局１か月分が未納になったことを覚えている。」と供述しており、申立

期間②の保険料が納付されることはなかったものと考えられる。 

加えて、申立人が両申立期間に係る国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の

国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 529 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38年１月 12日から 39年１月 23日まで 

私は、昭和 32年 10月から 39年８月までの期間においてＡ社に勤務してい

たが、年金事務所の記録では申立期間に係る船員保険の被保険者記録が確認

できない。 

しかし、私は、昭和 38年３月頃からＡ社が所有する船舶「Ｂ」に乗り組み、

39年９月頃にＣ県Ｄ市のＥドッグに繋船し全員下船したこと、及びその後Ｄ

駅から夜行列車で、同僚二人と帰省したことを記憶しているので、申立期間

について船員保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間について、Ａ社に継

続して勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、申立人が、「昭和 38年３月頃から同僚二人と一緒に船舶Ｂに

乗り組んでいた。」と主張しているところ、当該同僚の船員手帳により、Ａ社

が所有する船舶Ｂの雇入日が昭和38年８月19日とされていることが確認でき、

申立期間のうち少なくとも同年１月 12 日から同年８月 19 日までの期間につい

ては、申立人が主張する船舶Ｂに乗り組んでいたことを推認することができな

い。 

また、申立人は、「期間は不明だが、『Ｆ』という船舶に乗り組んでいたこ

ともあった。」と供述しているところ、複数の同僚が、「申立期間に申立人と

一緒に外国籍のＦという船舶に乗り組んでいた。」と供述し、前述の同僚のう

ち一人は、「申立期間はＦという外国籍の船舶に申立人と一緒に乗り組んでい



                      

  

た。当時の日記には『37年 12月 29日Ｆ号に乗船した。外国籍のため船員手帳

は必要無く、その代わりにパスポートで乗船した。39 年１月 22 日全員下船』

と記されている。」と供述している。 

さらに、前述の複数の同僚が所持するパスポートの記載内容などから判断す

ると、申立期間当時、当該同僚が外国籍の船舶Ｆに乗り組んでいたことが推認

できるところ、当時の船員保険は、適用船舶の範囲を定めた船員法施行規則第

１条第１項により、「日本国民、日本法人、日本公署の所有する船舶」と規定

されており、当該条項で規定される船舶以外の船舶に乗船している期間は船員

保険が適用されないこととされている。 

加えて、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿で氏名が確認でき、連絡可能な同

僚のうち「船舶Ｆに乗り組んでいた。」と供述している６人（前述の同僚を含

む）全員が昭和 38 年１月 12 日に資格を喪失し、39 年１月 19 日から同年１月

25日までの期間に資格を再度取得していることが確認できる。 

また、申立事業所は平成６年 10 月 31 日に解散しており、事業主の所在も不

明であるため、申立期間における申立人の勤務実態、船員保険の加入状況及び

船員保険料の控除の状況等について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたものと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 533 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年３月 15日から 42年 12月１日まで 

私は、Ａ事業所に在籍中の昭和 42 年＊月に長男を出産し、その後産休に

入り、出勤しないまま 44 年＊月に次男を出産した。次男出産後に申立事業

所から内職の仕事を請けたが、子供が業務器具でけがをしたので、一月程で

内職を辞め、その時に申立事業所から見舞金を受け取った記憶はある。 

しかしながら、脱退手当金を受領した記憶はないので、申立期間について、

厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。  

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間に勤務していたＡ事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿及び被保険者原票において、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失

した日以前に資格取得をしている女性のうち、申立人の資格喪失日又は脱退手

当金支給日前後２年以内に資格喪失し、かつ受給権を満たしている者 22 人の

脱退手当金の支給記録を調査したところ、申立人を含め 12 人に支給記録が確

認できる上、うち９人が退職後４か月以内に脱退手当金を受給していることが

確認でき、このうち連絡先が把握できた４人に当時の状況について照会したと

ころ、回答のあった４人中３人が、「脱退手当金を受領した。」としており、

うち一人は、「事業所から受領した。」と供述していることを踏まえると、申立

人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が考

えられる。 

また、申立人の脱退手当金は、Ａ事業所における厚生年金保険被保険者資格

を喪失した約１年３か月後の昭和 44年３月 18日に支給決定されているところ、



                      

  

申立人は、「申立事業所を退職後も当該事業所へ出向いていた。」としており、

厚生年金保険の被保険者資格喪失後も事業所と関わりがあったと考えられる

ことから、当該支給記録に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間の脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無い

というほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当た

らない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 537 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、全ての申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を各事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 38年５月１日から 39年６月１日まで 

② 昭和 39年６月１日から同年６月 10日まで 

③ 昭和 41年３月 10日から 56年 12月１日まで 

④ 昭和 57年１月５日から 64年１月１日まで 

⑤ 平成元年１月 10日から９年 11月１日まで 

⑥ 平成９年 11月１日から 16年６月１日まで 

⑦ 平成 17年８月１日から 20年６月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①、Ｂ社に勤務していた申立期間②、Ｃ社に

勤務していた申立期間③、Ｄ社に勤務していた申立期間④、Ｅ社に勤務して

いた申立期間⑤、Ｆ社に勤務していた申立期間⑥、及びＧ社に勤務していた

申立期間⑦について、実際に受け取った報酬月額に見合う標準報酬月額は、

年金事務所が記録する標準報酬月額と異なっているので、全ての申立期間に

ついて実際に受け取った報酬月額に見合う標準報酬月額に訂正してほしい。 

             

第３ 委員会の判断の理由 

１ 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下

「特例法」という。)に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基

づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと

認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標

準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 



                      

  

なお、特例法に基づき記録の訂正等が行われるのは、上記の額が社会保険

庁（当時）の記録を上回る場合である。 

 

２ 申立期間①について、Ａ社は、昭和 38 年５月１日の厚生年金保険被保険

者資格取得および標準報酬決定通知書、同年 10 月の定時決定に係る厚生年

金保険被保険者標準報酬月額算定基礎届、及び 39 年６月１日の厚生年金保

険被保険者資格喪失確認通知書を保管しているところ、申立人に係る当該届

出に記載された標準報酬月額は申立事業所に係る健康保険厚生年金保険被

保険者原票及びオンライン記録上の標準報酬月額と一致している。 

また、申立人は、給与明細書等の厚生年金保険料の控除額を確認できる資

料を保管しておらず、当該期間における報酬月額又は厚生年金保険料の控除

額が、オンライン記録上の標準報酬月額を上回っていたことについて確認で

きない。 

 

３ 申立期間②については、給与明細書等の厚生年金保険料の控除を確認でき

る資料が無いため、当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料の控除額

を確認することができない。 

また、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、申

立期間②当時の報酬月額及び保険料控除の状況等について確認することが

できない。 

さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人

の標準報酬月額が申立人と同時期に厚生年金保険被保険者資格を取得した

同僚と比較して特に低額であるという事情は見当たらない。 

 

４ 申立期間③については、給与明細書等の厚生年金保険料の控除を確認でき

る資料が無いため、当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料の控除額

を確認することができない。 

  また、事業主に申立内容について照会したが、回答を得ることができない。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、申立人

の標準報酬月額が申立人と同時期に厚生年金保険被保険者資格を取得した

同僚と比較して特に低額であるという事情は見当たらない。 

 

５ 申立期間④については、申立人が保管している当該期間に係る賃金明細票

（昭和 60年６月分、同年 10月分及び 63年１月分を除く）から確認又は推

認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は、Ｄ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿における当該期間の標準報酬月額とおおむね一致している



                      

  

ことが確認できる。 

また、前述の賃金明細票で確認又は推認できる厚生年金保険料の控除額は、

前述の被保険者名簿及びオンライン記録上の標準報酬月額に見合う保険料

額と一致していることが確認できる。 

さらに、Ｄ社は、「当時の資料は既に廃棄しているため詳細は不明である。」

と供述しており、当時の厚生年金保険料の控除の状況等について確認するこ

とができない。 

加えて、前述の被保険者名簿によると、申立人の標準報酬月額が遡って訂

正されたなど不自然な形跡は確認できない上、当該被保険者名簿によれば、

申立人の標準報酬月額が申立人と同時期に厚生年金保険被保険者資格を取

得した同僚と比較して特に低額であるという事情は見当たらない。 

 

６ 申立期間⑤については、給与明細書等の厚生年金保険料の控除を確認でき

る資料が無いため、当該期間における報酬月額及び厚生年金保険料の控除額

を確認することができない。 

また、オンライン記録によれば、申立人の標準報酬月額が申立人と同時期

に厚生年金保険被保険者資格を取得した同僚と比較して特に低額であると

いう事情は見当たらない。 

さらに、Ｅ社は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

当時の報酬月額及び保険料控除の状況等について確認することができない。 

 

７ 申立期間⑥については、申立人が保管している、当該期間に係る給与支給

明細書等（平成 15 年 10 月分を除く）から確認又は推認できる報酬月額は、

オンライン記録における当該期間の標準報酬月額とおおむね一致している

ことが確認できる。 

また、前述の給与支給明細書等で確認又は推認できる厚生年金保険料の控

除額は、オンライン記録上の標準報酬月額に見合う保険料額と一致している

ことが確認できる。 

さらに、Ｆ社は、「当時の資料は平成 16 年４月及び同年５月の賃金計算

書のみ保管しており、そのほかは既に廃棄しているため、申立期間⑥に係る

詳細は不明である。」と供述しているところ、平成 16 年４月及び同年５月

の賃金計算書から確認できる報酬月額及び厚生年金保険料の控除額は、申立

人が提出した当該期間に係る給与支給明細書から確認できる報酬月額及び

厚生年金保険料の控除額と一致している上、当該保険料額は、オンライン記

録上の標準報酬月額に見合う保険料額と一致していることが確認できる。 

 



                      

  

８ 申立期間⑦については、申立人が保管している、当該期間に係る賃金明細

書（平成 18年 12月分を除く）から確認又は推認できる報酬月額は、オンラ

イン記録上の標準報酬月額とおおむね一致していることが確認できる。 

また、前述の賃金明細書で確認又は推認できる厚生年金保険料の控除額は、

オンライン記録上の標準報酬月額に見合う保険料額と一致していることが

確認できる。 

さらに、Ｇ社は既に廃業しており、当時の報酬月額及び保険料控除の状況

等について確認することができない。 

 

９ このほか、申立人の全ての申立期間に係る記録上の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を上回る保険料が給与から控除されていたことをうかがわ

せる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を各事業主により

給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 540 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年２月 26日から 45年３月 18日まで 

  私は、昭和 43 年２月にＡ市に所在したＢ社に就職した。その後社名がＣ

社に変更したが、平成 19 年２月末に退職するまでの期間において継続して

同社に勤務した。しかし、年金事務所の記録では、44年２月 26日に厚生年

金保険被保険者の資格を喪失した後、45年３月 18日に再度資格を取得した

こととされており、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認でき

ない。申立事業所での勤務を中断したことはないので、申立期間について厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間にＢ社及びＣ社に継続して勤務していた。」と主張して

いるが、Ｂ社又はＣ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票で申立期間に

被保険者記録が確認できる同僚５人に照会を行い、このうち回答があった４人

は、「申立人が申立期間に申立事業所に勤務していたか否か覚えていない。」と

供述しており、申立人が申立期間に申立事業所に継続して勤務していたことを

推認することができない。 

また、申立事業所の合併先事業所であるＤ社は、「申立期間当時の人事記録

等の関連資料が残されておらず、当社の現在の社員で申立期間当時を知る者も

いない。」と供述しており、申立期間における申立人の勤務実態、厚生年金保

険の加入状況及び厚生年金保険料の控除の状況等について確認することがで

きない。 

さらに、適用事業所名簿から、Ｂ社は昭和 44年７月 31日に厚生年金保険の



                      

  

適用事業所に該当しなくなっているとともに、Ｃ社は同年 10 月１日に厚生年

金保険の適用事業所に該当していることが確認でき、申立期間のうち同年７月

31日から同年 10月１日までの期間については、申立事業所は厚生年金保険の

適用事業所としての記録が確認できないところ、法人登記簿の記録において、

Ｃ社が設立されたことが確認できる同年８月１日から同年 10 月１日までの期

間において、Ｂ社及びＣ社に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できる者

は見受けられない。 

加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人の

被保険者資格の喪失日は「昭和 44 年２月 26日」と記載されているとともに、

当該資格喪失に伴い健康保険被保険者証が返却された旨記載されているなど

不自然な形跡も見受けられない。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる給与明細書及び所得税源泉徴収票等は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認めることはできない。 


